
「日本国憲法」と呼ばれるなんとも奇妙な存在がある。

これはなんだろ？

教育一般では

というモノサシで計ってみよう！

「日本国憲法」

憲法には足りないが講和条約には足りるぞ！

憲法として無効！　講和条約として有効！

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法
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！

大日本帝国憲法は生きています！

だったら「日本国憲法」は始めから
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憲法業者よ、ふざけるな！

おや
っ？
！

そうなら大日本帝国憲法も生きているじゃないか！

（帝国憲法４条、１３条、７３条、７５条、７６条を適用）

大日本帝国憲法から改正された憲法だということになっているが・・・

大日本帝国憲法は生きています！


